
次世代道路網あり方委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 さいたま市の道路網に関する計画の改定等に関し、専門的知識を有する者等から

意見を聴取するため、次世代道路網あり方委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について意見聴取を行うものとする。 

（１） さいたま市道路網計画の改定に向けた検討に関すること 

（２） さいたま市道路整備計画の改定に向けた検討に関すること 

（３） さいたま市の道路網の交通量等のモニタリングに関すること 

（４） 前３号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること 

（組織） 

第３条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。 

 （１）学識経験者 

 （２）関係行政機関の職員 

２ 委員の任期は、３年とする。ただし、再任を妨げない。 

３ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長） 

第４条 委員会に会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。 

（会議） 

第５条 会長は、委員会の会議の議長となる。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。 

（庶務） 

第６条 委員会の庶務は、都市局都市計画部都市計画課又は建設局土木部道路計画課にお

いて処理する。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、市長が別に定

める。 

 

附則 

この要綱は、令和３年１２月２０日から施行する。 
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次世代道路網あり方委員会委員名簿

氏　名 所　属　団　体

学識経験者

久
く

保
ぼ

田
た

　尚
ひさし

埼玉大学 名誉教授・日本大学　客員教授

三浦
み う ら

　詩
し

乃
の

中央大学　理工学部都市環境学科　准教授

森本
も り も と

　章
あ き

倫
の り

さいたま市　建設局　土木部長

安倍
あ べ

　勝仁
か つ ひ と

早稲田大学　理工学術院　教授

関係行政機関

関澤
せ き ざ わ

　貴史
た か ふ み

国土交通省　関東地方整備局　建政部　都市整備課長

富吉
と み よ し

　正幸
ま さ ゆ き

国土交通省　関東地方整備局　大宮国道事務所　計画課長

さいたま市　建設局　北部建設事務所長

射手矢
い て や

　竜
た つ

好
よ し

さいたま市　建設局　南部建設事務所長

市職員

古市
ふ る い ち

　正典
ま さ の り

さいたま市　都市局　都市計画部長

中島
な か じ ま

　栄一
え い い ち

さいたま市　都市局　まちづくり推進部長

逸見
へ ん み

　昌弘
ま さ ひ ろ

さいたま市　都市局　都心整備部長

斉藤
さ い と う

　稔
みのる


